
今年もやります、商品券！コロナ禍で頑張るお店を応援します！ 

令和４年度プレミアム付「元気川口商品券」加盟店募集 
 

７月１日から購入申し込み開始！例年、多くのお客様が購入・利用しています 
飲食店やサービス業に限らず、小売店、リフォーム業、運送業、旅行業など様々な業種が対象です。 
商品券加盟店となる事で、販促効果が期待出来ますので、皆様のご参加をお願い申しあげます 

 
【元気川口商品券加盟店のメリット】 

◆ 参加費・換金手数料は、いずれも無料！   加盟店が増えるといいことたくさん！ 
◆ 加盟店は、川口商工会議所ホームページでご紹介！ お店の宣伝にも使えます！ 
◆ 取扱店ポスターやのぼりで販売促進！ 目立ちます。お店を知ってもらうチャンス！ 
 

【配布グッズいろいろ】 販売促進にご活用ください！ 
加盟店登録すると以下のグッズ等をご利用いただけます。（デザインは変更になる場合があります） 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
【商品券換金の流れ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行券 
１セット 20,000円（共通券 1冊と専用券 1冊との 1セット）10万セット 

（額面 500円の共通券 22枚綴りと専用券 26枚綴りの上乗せ方式とする。） 

購入限度額 １人あたり 6万円 利用限度額 １人あたり 7.2万円（プレミアム分を含む） 

有効期間 令和４年１２月１日（木）～令和５年５月３１日(水）【換金期限：令和５年６月３０日（金）】 

加盟店参加費 無料 

事務手数料 無料（店舗面積５００㎡未満の場合） 

その他 ・店舗面積５００㎡以上の場合は、大型店として共通券のみの取扱いとなります。 

➢ 商店会所属の方は商店会長を通じてお申し込みください。 

➢ 取扱金融機関は、埼玉りそな銀行・武蔵野銀行・川口信用金庫・青木信用金庫・城北信用金庫・瀧野川信用金庫・ 

巣鴨信用金庫・埼玉縣信用金庫・東京信用金庫・さいたま農業協同組合の市内の本支店となります。 

➢ お申込みに際しては約款をご確認ください。約款は川口商工会議所または鳩ヶ谷商工会にお問い合わせください。 

➢ 商品券の取り扱いをご希望の場合は、裏面参加申請書にご記入のうえご提出ください。（FAXの申請可）  

本事業は令和４年６月川口市議会定例会で審議される補正予算案に基づき実施しますので、 

概要は予定となります。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

 

商品券利用者（市民等） 

加盟店 

金融機関（市内１０行） 

商品券利用 

使用済み商品券を持込（随時） 

元気口座から指定口座へ振込入金 

受領から振込まで４営業日以内 

のぼり 

ステッカー 

ポスター 

【問い合わせ・ご相談】 

●川口商工会議所（地域振興課）  川口市本町 4-1-8川口センタービル 8F  
 TEL.048-228-2220  FAX.048-228-2221 

●鳩ヶ谷商工会   川口市鳩ヶ谷本町 2-1-1    TEL.048-281-555５   



（様式第１号－１）令和４年度“元気”川口商品券事業参加申請書     ＦＡＸ：048-228-2221 

 

商品券事業の参加について（申請） 
 “元気”川口商品券実行委員会で実施する商品券事業に参加したく、次のとおり申請します。 

事 業所名 

（ 屋号） 

『取扱店一覧』に掲載する事業所名（屋号）をご記入ください。 

（フリガナ） 

所 在 地 
『取扱店一覧』に掲載する住所をご記入ください。 

〒      川口市 

電 話 
『取扱店一覧』に掲載する電話番号をご記入ください。 

－     － 
ＦＡＸ －   － 

担 当者名  

連 絡 先 

※ご連絡先が上記と異なる場合のみこちらへご記入をお願いします。 

事業所名： 

所 在 地： 

電話：          FAX：            

業  種／ 

取 扱 商

品・サービ

ス等 

□小売業 □飲食業 □サービス業 

□製造業 □卸売業 □その他 

例：精肉、中華料理、理容、運輸等(20 字以内) 

 

 

 

 

       

       

      

店 舗 

面 積 

「専用券」は大型店（店舗

面積 500㎡以上）で利用出来

ません 

 

※大型店の加盟店登録を判断す

るうえでお聞きします。 

Ｑ.店舗面積は 500 ㎡以上ですか？ 

はい（  ） ・ いいえ（  ）  

所 属 

商 店会名 

※商店会に所属されている方のみ商店会名をご記入ください。 

 

参 加期間 令和４年１２月１日から令和５年５月３１日まで 

 

この申請書は FAXまたは郵送・持参にて川口商工会議所に提出ください。商店会所属の方は商店会長を 

通じて提出ください。 住所：川口市本町４－１－８ 川口センタービル８階 ＦＡＸ：048-228-2221 

 

 

 

 

 

 

※当該事業の参加にあたっては、発行団体の定める約款や指示を遵守し、公正な取引をすることを誓います。 

 
令和   年   月   日  

  

事業所名                      

 

 

代表者または担当者名             印  

↑  

（代表者または担当者印を押印してください） 

下記の加入状況につき、いずれかにチェック☑をお願い致します。 

□ 川口商工会議所の会員 

□ 鳩ヶ谷商工会の会員 

□ 川口市商店街連合会所属商店会の会員 

□ 上記非会員、未入会 

非会員におかれましては、この機会に是非各会への

ご加入を検討ください。 

印刷物等グッズ一式は８月下旬頃郵送します。お送りする「取扱いの手引き」をご参照のうえ、円滑な運

営のご協力をお願い申しあげます。なお、大型店様向け説明会を９月上旬に開催する予定です。日程はおって

ご連絡いたします。個店様は個別にお答えしますので、ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。 


